
〈
栃
木
市
総
合
計
画
に
つ
い
て
〉

　
第
11
回
地
域
協
議
会
に
て
意
見

聴
取
の
あ
っ
た
栃
木
市
総
合
計
画

に
つ
い
て
、
地
域
の
姿
案
作
成
時

の
分
科
会
（
教
育
厚
生
班
、
建
設

経
済
班
、
総
務
班
）
で
再
度
見
直

し
、
協
議
を
し
て
次
の
と
お
り
意

見
を
調
整
し
ま
し
た
。

◎
協
議
会
の
回
答

　
栃
木
市
総
合
計
画
に
つ
い
て
、

基
本
構
想
素
案
（
中
間
報
告
）
の

｢

新
市
将
来
像｣

及
び｢

施
策
大

綱｣

に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お

り
策
定
を
進
め
ら
れ
た
い
。

　
な
お｢

地
域
の
姿｣

藤
岡
地
域

に
つ
い
て
は
、
次
の
修
正
を
お
願

い
し
ま
す
。

2　

地
域
の
方
向
性

　
２
　
ま
ち
づ
く
り
の
方
向

④
地
域
資
源
エ
リ
ア
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
　

●
道
路
、
歩
道
網
の
整
備
　
を
、

●
道
路
、
橋
梁
、
歩
道
の
整
備

と
す
る
。

⑥
子
育
て
環
境
の
充
実

●
通
学
路
の
整
備
　
を
追
加
す

る
。

第12回
藤岡町地域協議会

意
見
聴
取
事
項

〈
新
た
な
市
民
活
動
支
援
制
度
に

つ
い
て
〉

　
市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
、
市
民
活
動
団
体
等
の
自
立

及
び
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
ま

ち
づ
く
り
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
を
支

援
す
る
制
度
を
新
た
に
構
築
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
総
合
政
策
部
地

域
ま
ち
づ
く
り
課
か
ら
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

●
補
助
金
の
名
称

　
栃
木
市
市
民
活
動
推
進
事
業
費

補
助
金
（
別
途
、
愛
称
を
付
け
る
）

●
応
募
で
き
る
団
体

　
主
に
市
内
で
活
動
を
行
う
３
人

以
上
の
非
営
利
活
動
団
体
（
市
民

活
動
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ

ル
ー
プ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
自
治

会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
）
で
あ
る
こ
と
。

●
補
助
事
業
の
実
施
期
間

　
平
成
24
年
７
月
～
25
年
３
月

※
委
員
会
の
結
果
に
つ
い
て
、
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

①
第
４
回
栃
木
市
福
田
屋
百
貨
店

栃
木
店
利
活
用
検
討
委
員
会

（
田
中
会
長
）

報

告

事

項

３月27日（火）、藤岡総合
支所議会棟会議室で、第12
回藤岡町地域協議会が開催さ
れました。会議の主な内容に
ついては、次のとおりです。

藤岡地域の人口・世帯数

F U J I O K A

№12
平成24年５月発行

人口総数	17,128 人 	（－35）
　 男 　	 8,475 人 	（－15）
　 女 　	 8,653 人 	（－20）
世 帯 数	 5,717世帯	（－３）

外国人登録者を含む

平成24年３月末現在
(  )内は前月比
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〈
藤
岡
町
地
域
協
議
会
か
ら
提
出

さ
れ
た
意
見
書
に
対
す
る
市
の
回

答
書
に
つ
い
て
〉

　
平
成
23
年
７
月
28
日
に
提
出
さ

れ
た
藤
岡
町
地
域
協
議
会
か
ら
の

意
見
書
に
関
し
て
の
回
答
書
に
つ

い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
政
策
調
整
会
議
を
３

回
、
政
策
会
議
を
４
回
開
催
し
、

意
見
書
に
対
す
る
回
答
書
を
次
の

よ
う
に
調
整
し
ま
し
た
。

１　

藤
岡
駅
東
地
区
ま
ち
づ
く
り

事
業
促
進
に
つ
い
て

　
現
在
の
藤
岡
駅
東
地
区
は
、
駅

前
周
辺
及
び
主
要
地
方
道
佐
野
古

河
線
沿
道
が
近
隣
商
業
地
域
、
そ

の
他
が
第
１
種
住
居
地
域
に
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
東
側
の
主
要

地
方
道
栃
木
藤
岡
線
沿
道
は
、
市

街
化
調
整
区
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
域
は
中
心
市
街
地
で
あ

り
な
が
ら
、
道
路
、
公
園
等
の
都

市
施
設
が
未
整
備
で
あ
り
、
今

後
、
地
元
関
係
者
の
要
望
等
を
踏

ま
え
、
駅
前
広
場
の
整
備
や
区
画

整
理
事
業
に
よ
る
基
盤
整
備
な
ど

を
計
画
的
に
進
め
て
、
地
域
の
顔

に
ふ
さ
わ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
24
年
度

よ
り
県
、
地
権
者
、
東
武
鉄
道
等

と
整
備
手
法
等
の
協
議
を
し
、
現

在
、
策
定
中
の
総
合
計
画
と
の
整

合
を
図
っ
て
、
計
画
的
に
整
備
が

で
き
る
よ
う
進
め
ま
す
。

２　

渡
良
瀬
遊
水
地
の
利
活
用
に

つ
い
て

　
本
市
が
有
す
る
数
多
い
地
域
資

源
の
中
で
も
、
藤
岡
地
域
の
渡
良

瀬
遊
水
地
は
、
首
都
圏
の
治
水
の

要
で
あ
り
、
自
然
環
境
の
体
験
・

学
習
の
場
、
ス
カ
イ
ス
ポ
ー
ツ
な

ど
各
種
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
拠

点
と
し
て
、
多
く
の
市
民
の
憩
い

の
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
渡
良
瀬
遊
水
地
に
は
、
そ

の
広
大
な
湿
地
に
希
少
な
動
植
物

が
生
息
し
て
お
り
、
一
昨
年
の
９

月
に
は
国
際
条
約
で
あ
る
ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
の
潜
在
候
補
地
と
し

て
選
定
さ
れ
、
本
条
約
の
登
録
要

件
の
一
つ
で
あ
る
国
内
法
の
調
整

も
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
と

し
て
は
地
域
の
皆
様
と
協
議
を
重

ね
、
遊
水
地
の
本
来
の
目
的
で
あ

る
治
水
能
力
を
確
保
、
治
水
事
業

を
推
進
す
る
こ
と
を
前
提
に
ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
の
登
録
に
賛
意
を
表

明
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
は
、
こ
の
世
界
に
誇
れ
る

素
晴
ら
し
い
地
域
資
源
を
保
全
活

用
す
る
と
と
も
に
、
本
来
の
遊
水

地
機
能
で
あ
る
治
水
能
力
の
向
上

に
向
け
た
事
業
の
推
進
を
国
土
交

通
省
に
要
望
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
遊
水
地
の
利
活
用
に
つ

い
て
、
現
在
策
定
中
の
総
合
計
画

を
は
じ
め
観
光
振
興
計
画
に
位
置

付
け
、
地
域
の
皆
様
を
は
じ
め
国

土
交
通
省
、
環
境
省
や
関
係
諸
団

体
の
皆
様
と
継
続
的
に
協
議
で
き

る
場
を
設
け
、
地
域
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
本
市
の
活
力
の
向
上

に
努
め
ま
す
。

ウォータースポーツ教室 in 谷中湖

３　

保
育
園
の
統
廃
合
に
際
し
、

児
童
館
機
能
を
有
す
る
施
設

の
併
設
に
つ
い
て

児
童
館
は
、
栃
木
地
域
に
４
館

（
内
民
間
１
）、
大
平
地
域
に
２
館

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

藤
岡
地
域
で
は
、
現
在
策
定
中

の
保
育
所
整
備
基
本
方
針
に
お
い

て
、
統
廃
合
等
に
よ
る
保
育
所
の

整
備
を
検
討
し
て
お
り
ま
す
が
、

藤
岡
地
域
内
の
４
保
育
園
は
全
て

耐
震
性
が
な
く
、
老
朽
化
も
進
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
整
備

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
市
有
地
の
中
か
ら

用
地
の
選
定
を
行
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
が
、
藤
岡
地
域
内
に

は
、
児
童
館
併
設
の
保
育
所
整
備

に
必
要
な
面
積
を
有
す
る
市
有
地

は
な
く
、
複
合
施
設
と
し
て
整
備

し
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
状
況
で

あ
る
た
め
、
今
後
の
方
向
性
と
し

て
は
、
保
育
所
、
児
童
館
、
そ
れ

ぞ
れ
単
独
の
施
設
と
し
て
検
討
を

進
め
ま
す
。

な
お
、
児
童
館
は
、
新
設
整
備

の
他
、
既
存
の
公
共
施
設
の
機
能

拡
充
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童

館
同
様
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
、
既
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存
施
設
の
活
用
も
視
野
に
入
れ
、

検
討
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。

４　

藤
岡
第
一
中
学
校
、
藤
岡
第

二
中
学
校
の
統
合
に
向
け
て

検
討
す
る
組
織
の
設
置
に
つ

い
て

藤
岡
第
一
中
学
校
と
藤
岡
第
二

中
学
校
の
現
況
に
つ
い
て
は
、
施

設
整
備
に
格
差
が
あ
る
こ
と
や
部

活
動
に
も
そ
の
数
や
種
類
に
大
き

な
差
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い

ま
す
。
特
に
藤
岡
第
二
中
学
校

は
、
学
区
内
の
小
学
校
が
部
屋
小

学
校
１
校
で
あ
り
、
ま
た
各
学
年

１
ク
ラ
ス
の
単
式
学
級
で
あ
る
な

ど
、
小
規
模
校
特
有
の
課
題
を
抱

え
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
学
校
の
統
廃
合
は
、

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
十
分

に
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
教
育
的
な
見
地
だ
け
で

な
く
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
も
大

き
く
関
わ
る
問
題
で
す
の
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
慎
重
な
検
討

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

藤
岡
第
一
中
学
校
と
藤
岡
第
二

中
学
校
の
統
合
問
題
は
、
平
成
24

年
度
に
懇
談
会
を
設
置
し
、
ま
ず

は
藤
岡
地
域
の
学
校
関
係
者
の

方
々
の
ご
意
見
を
お
伺
い
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

公
共
施
設
に
お
む
つ
替
え
台
、

授
乳
室
の
設
置
に
つ
い
て

公
共
施
設
へ
の
お
む
つ
替
え

台
・
授
乳
室
の
設
置
は
、
平
成
23

年
６
月
策
定
の
「
栃
木
市
次
世
代

育
成
支
援
対
策
行
動
計
画
」
に
お

い
て
、
子
育
て
世
帯
が
安
心
し
て

外
出
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
る

た
め
、
公
共
施
設
や
観
光
施
設

に
、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
や
子
ど
も
サ

イ
ズ
の
便
器
等
を
備
え
た
ト
イ
レ

の
設
置
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
掲

げ
て
お
り
、
今
年
度
は
、
子
育

て
世
帯
の
利
用
の
多
い
施
設
を

中
心
に
、
お
む
つ
換
え
台
（
13

施
設
）、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
（
１
施

設
）、
お
む
つ
交
換
マ
ッ
ト
（
１

施
設
）
及
び
移
動
式
パ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
（
４
施
設
）
を
購
入
し
、

平
成
24
年
３
月
、
各
施
設
に
設
置

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
利
用
度

の
高
い
施
設
か
ら
順
次
整
備
を
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

藤
岡
地
域
施
設
へ
の
お
む
つ
替

え
台
・
授
乳
室
等
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
次
の
対
応
を
図
り
ま
す
。

１
．
お
む
つ
替
え
台
の
設
置
に
つ

い
て

藤
岡
文
化
会
館
、
藤
岡
総
合
体

育
館
及
び
藤
岡
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
24
年
３

月
、
各
施
設
に
お
む
つ
替
え
台
１

台
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

道
の
駅
み
か
も
は
、
既
に
授
乳

室
（
個
室
）
が
整
備
さ
れ
、
多
目

的
ト
イ
レ
に
も
折
り
た
た
み
式
お

む
つ
替
え
台
が
設
置
さ
れ
て
お

り
、
現
状
で
十
分
対
応
が
図
ら
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

２
．
授
乳
室
の
設
置
に
つ
い
て

藤
岡
文
化
会
館
に
は
、
２
階
ス

ペ
ー
ス
へ
の
設
置
が
適
し
て
い
る

と
考
え
ま
す
が
、
隣
接
す
る
藤
岡

公
民
館
又
は
藤
岡
図
書
館
に
設
置

し
、
施
設
間
で
相
互
に
利
用
し
合

う
方
法
を
取
っ
た
方
が
効
果
的
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
、
今
後
、
設
置

施
設
の
検
討
を
行
い
、
平
成
25
年

度
ま
で
に
対
応
を
図
り
ま
す
。

藤
岡
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
は
、
女
性
用
更
衣
室
内
の
レ

イ
ア
ウ
ト
変
更
を
行
い
、
平
成
24

年
３
月
、
移
動
式
パ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

３
．
三
鴨
地
区
公
民
館
へ
の
洋
式

ト
イ
レ
の
設
置
に
つ
い
て

平
成
25
年
度
ま
で
に
、
男
・
女

ト
イ
レ
の
和
式
便
器
各
１
基
を
洋

式
ト
イ
レ
に
改
修
す
る
工
事
を
実

施
し
ま
す
。

スポーツふれあい
センターに設置さ
れました♪

藤岡第一中学校

藤岡第二中学校
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第
３
回
藤
岡
町
地
域
協
議
会

【
日
時
】
６
月
26
日
（
火
）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
か
ら

【
場
所
】
藤
岡
総
合
支
所

　
　
　
　
議
会
棟
２
階
会
議
室

※
会
議
は
傍
聴
で
き
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
、
開
始
時
間
ま
で
に

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
会
議
は
非
公
開
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

藤岡町地域協議会だより

発　行　藤岡町地域協議会研究会
編　集　広報委員会 
電　話　0282-62-0900
ＦＡＸ　0282-62-4625
E-mail　f-chiiki@city.tochigi.lg.jp

★地域協議会の情報は、栃木市
公式ホームページでご覧いた
だけます。

今
後
の
地
域
協
議
会

地
域
の
み
な
さ
ん
の

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

藤
岡
地
域
の
こ
と
に
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４月６・７・８日開催

藤岡さくらまつり

地域協議会の付帯意見に対する市の回答

渡良瀬
バルーンレース
2012 

〈防犯灯維持管理の自治会移管及び電気料補助金について〉
平成23年７月28日付けで提出された意見に対して、次のとおり回答します。

意見１ 　補助金額は電気料相当額及び修繕料相当額の総計とするように要望します。
意見１に対する回答 　補助金額につきましては、新市全体の均衡を保つため、また従来
からの他地域の補助額を勘案し調整を図った結果、次のとおりとなりましたので、ご理解
をいただきたいと思います。
①　自治会が負担する電気料につきましては、１灯当り年額1,500円の交付になります。
②　自治会移管される防犯灯の修繕料につきましては、自動点滅器及び蛍光管の取替等
軽微な改修は自治会でご負担いただき、その他の改修（移設、撤去及び全器具交換
等）及び設置は市が行います。

意見２ 　市民負担の公平性の再検討及び自治会への説明を十分行うよう要望します。
意見２に対する回答 　市民負担の公平性につきましては、防犯灯による恩恵を自治会未
加入の方も受けることから不公平感を生じますが、今回の移管に際しましては、自治会管
理が困難な箇所について引き続き市管理とすることといたしました。
自治会への説明につきましては、全自治会を対象に２回、自治会連合会役員会において
２回、自治会移管の経緯や電気料補助金等についての説明・打合せを実施しました。
今後においても、多くの皆様からご理解が得られるよう、必要に応じた協議の場を設け
させていただき、円滑な維持管理・補助金交付業務の遂行に努めてまいります。

〈栃木市はつらつセンター事業の拡充について〉
平成24年１月27日付けで提出されました意見に対し
て、次のとおり回答いたします。
意見 　はつらつセンター事業の拡充について自治会等
への説明を十分にされたい。
意見に対する回答 　１月31日付けにて、藤岡地域全
自治会長宛に、先進事例である大平地域の事業を参考
に、はつらつセンター事業に関する情報を文書にて送付
いたしました。
また、藤岡地区民生委員児童委員協議会定例会におい
ても、周知を図っております。今後、各地区の自治会の
状況に応じてさらに詳細な情報の提供に努め、開催を検
討している自治会への個別相談にも対応してまいります。
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